
  

一 

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
） 

 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

目
次
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
第
二
項
中
「
二
百
四
十
二
人
と
し
、
そ
の
う
ち
、
九
十
六
人
を
比
例
代
表
選
出
議
員
、
百
四
十
六
人
を
選
挙
区
選
出

議
員
」
を
「
、
二
百
十
八
人
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
中
「
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
「
、
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
を

削
る
。 

 

第
五
条
の
三
中
「
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
の
四
第
一
項
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
の
六
か
ら
第
五
条
の
十
ま
で
を
削
る
。 

 

第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
削
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三

項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。 



 

二 

 
第
十
四
条
の
見
出
し
中
「
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
参
議
院
（
選
挙
区

選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改

め
、
「
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
」
を
削
り
、
「
例
」
を
「
区
域
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
五
条
の
二
第
三
項
及
び
第
十
六
条
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
二
条
第
三
項
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選

挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
、
中
央
選
挙
管

理
会
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
第
百
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
」
の
下
に
「
又
は
当
選
人
が
そ
の
選
挙
に
お
け
る
議
員
の

定
数
に
達
し
な
い
こ
と
」
を
、
「
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
由
」
の
下
に
「
又
は
第
二
百
四
条
若
し
く
は
第
二
百
八
条
の
規
定

に
よ
る
訴
訟
の
結
果
当
選
人
が
そ
の
選
挙
に
お
け
る
議
員
の
定
数
に
達
し
な
く
な
つ
た
こ
と
」
を
加
え
、
「
参
議
院
比
例
代
表

選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事

務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
、
中
央
選
挙
管
理
会
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
次
の
各
号

の
区
分
に
よ
る
選
挙
が
」
を
「
当
該
選
挙
区
に
お
い
て
在
任
期
間
を
異
に
す
る
参
議
院
議
員
の
第
一
項
に
規
定
す
る
再
選
挙



  

三 

（
選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
を
除
く
。
）
が
」
に
、
「
次
の
各
号
の
区
分
に
よ
る
選
挙
の
」
を
「
当
該
選
挙
の
」
に
改

め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
中
央
選
挙
管
理
会
、

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
、

中
央
選
挙
管
理
会
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
六
条
た
だ
し
書
中
「
小
選
挙
区
選
出
議
員
」
を
「
、
小
選
挙
区
選
出
議
員
」
に
改
め
、
「
、
参
議
院
議
員
の
選
挙
に

つ
い
て
は
選
挙
区
選
出
議
員
及
び
比
例
代
表
選
出
議
員
ご
と
に
」
を
削
る
。 

 

第
三
十
七
条
中
第
四
項
を
削
り
、
第
五
項
を
第
四
項
と
し
、
第
六
項
を
第
五
項
と
し
、
第
七
項
を
第
六
項
と
す
る
。 

 

第
四
十
一
条
の
二
第
五
項
の
表
第
三
十
七
条
第
二
項
及
び
第
六
項
の
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
表
次
条

第
一
項
た
だ
し
書
、
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十
六
条
の

二
第
一
項
及
び
第
四
十
八
条
第
二
項
の
項
中
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
及
び
第
二
項
」
に
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改

め
る
。 

 

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
又
は
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
同
条

第
三
項
と
す
る
。 



 

四 

 
第
四
十
六
条
の
二
第
二
項
中
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
「
（
公
職
の
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿

登
載
者
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
を
「
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
に
改
め
、
「
、
参
議
院
比
例
代

表
選
出
議
員
の
選
挙
の
投
票
に
あ
つ
て
は
公
職
の
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の

名
称
及
び
略
称
」
を
削
り
、
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
（
公
職
の
候
補
者
た
る

参
議
院
名
簿
登
載
者
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
「
、
一
の
」
を
「
又
は
一
の
」
に
改
め
、
「
又
は
一
の
参
議
院
名
簿
届
出
政
党

等
の
名
称
若
し
く
は
略
称
」
を
削
る
。 

 

第
四
十
八
条
の
二
第
五
項
中
「
第
三
十
七
条
第
七
項
」
を
「
第
三
十
七
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
三
十
七
条
第
二

項
及
び
第
六
項
の
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
表
第
四
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
前
条
第
二
項

の
項
中
「
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
」
を
「
及
び
第
二
項
並
び
に
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
九
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
、
第
七
項
及
び
第
九
項
中
「
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十
八
条
及
び
」
を
「
及
び

第
二
項
、
第
四
十
八
条
並
び
に
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十
八
条
及
び
」
を
「
及
び
第
二
項
、
第
四
十
八
条
並
び
に
」
に
改



  

五 

め
、
同
条
第
二
項
の
表
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
四
十
八
条
第
二
項
の
項
中
「
か

ら
第
三
項
ま
で
及
び
」
を
「
及
び
第
二
項
並
び
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
の
表
第
四
十
一
条
の
二
第
五
項
の
表
次
条
第
一
項

た
だ
し
書
、
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十
六
条
の
二
第
一

項
及
び
第
四
十
八
条
第
二
項
の
項
の
項
中
「
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
」
を
「
及
び
第
二
項
、
第
四

十
六
条
の
二
第
一
項
並
び
に
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
の
表
第
四
十
八
条
の
二
第
五
項
の
表
第
四
十
五
条
第
一
項
の
項
及
び
第

四
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
前
条
第
二
項
の
項
の
項
中
「
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
」
を
「
及
び
第
二
項
並
び
に
」

に
改
め
る
。 

 

第
五
十
七
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
」
を
「
又
は
参
議

院
議
員
の
選
挙
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
十
一
条
中
第
四
項
を
削
り
、
第
五
項
を
第
四
項
と
し
、
第
六
項
を
第
五
項
と
す
る
。 

 

第
六
十
二
条
第
一
項
中
「
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
を
削
り
、
同
条

第
二
項
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
八
項
た
だ
し
書
中
「
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
若
し
く
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
を

「
若
し
く
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
に
改
め
る
。 



 

六 

 
第
六
十
六
条
第
三
項
中
「
若
し
く
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
」
を
「
又
は
参
議

院
議
員
の
選
挙
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
十
八
条
第
一
項
中
「
又
は
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。 

 

第
六
十
八
条
の
二
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
又
は
第
二
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三

項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
削
る
。 

 

第
七
十
五
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
」
を
「
又
は

参
議
院
議
員
の
選
挙
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
中
央
選
挙
管

理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員

会
」
を
「
、
中
央
選
挙
管
理
会
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
十
六
条
中
「
若
し
く
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
」
を
「
又
は
参
議
院
議
員

の
選
挙
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
十
七
条
第
一
項
及
び
第
七
十
八
条
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
中
央
選
挙
管
理
会
、

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
、



  

七 

中
央
選
挙
管
理
会
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
十
九
条
第
一
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
十
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
」
を
「
又
は
参
議
院

議
員
の
選
挙
」
に
、
「
（
公
職
の
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
を
含
む
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
各
衆
議
院
名
簿

届
出
政
党
等
又
は
各
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
を
「
又
は
各
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
に
改
め
、
「
（
各
参
議
院
名
簿
届

出
政
党
等
の
得
票
総
数
に
あ
つ
て
は
、
当
該
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
係
る
各
参
議
院
名
簿
登
載
者
（
当
該
選
挙
の
期
日
に

お
い
て
公
職
の
候
補
者
た
る
者
に
限
る
。
）
の
得
票
総
数
を
含
む
も
の
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同

条
第
三
項
中
「
、
各
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
又
は
各
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
を
「
又
は
各
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」

に
改
め
る
。 

 

第
八
十
一
条
の
見
出
し
中
「
若
し
く
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
又
は
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
」
を
「
又
は
参

議
院
議
員
の
選
挙
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
前
三
項
」
に
、

「
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
」
を
「
参
議
院
議
員
の
選
挙
」
に
、
「
第
三
項
中
」
を
「
前
項
中
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四

項
と
す
る
。 



 

八 

 
第
八
十
三
条
第
二
項
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
「
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に

あ
つ
て
は
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
関
す
る
書
類
」
及
び
「
、
参
議
院
合
同
選
挙

区
選
挙
の
選
挙
会
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員

会
」
を
削
る
。 

 

第
八
十
四
条
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
「
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
の
選
挙
会

に
関
し
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
削
る
。 

 

第
八
十
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
若
し
く
は
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
」
を
削
り
、

同
条
第
四
項
中
「
第
八
十
六
条
の
七
」
を
「
第
八
十
六
条
の
六
」
に
、
「
第
百
六
十
九
条
第
七
項
、
第
百
七
十
五
条
第
七
項
」

を
「
第
百
六
十
九
条
第
五
項
、
第
百
七
十
五
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
若
し
く
は
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
」
を
削

る
。 

 

第
八
十
六
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
八
十
六
条
の
三 

削
除 



  

九 

 
第
八
十
六
条
の
四
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
参
議

院
選
挙
区
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議

員
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
」
を
「
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
」
に
、
「
当
該
選
挙
に
関
す

る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
中
央
選
挙
管
理
会
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
十
六
条
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
八
十
六
条
の
七 

削
除 

 

第
八
十
七
条
第
六
項
を
削
る
。 

 

第
八
十
七
条
の
二
の
見
出
し
中
「
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
同
条
中
「
参
議
院
（
選
挙
区

選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
十
条
中
「
、
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
九
項
前
段
」

を
削
る
。 

 

第
九
十
一
条
第
三
項
中
「
又
は
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
」
及
び
「
又
は
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
を
削
る
。 

 

第
九
十
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。 



 

一
〇 

 
第
九
十
三
条
第
一
項
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
八
分
の
一
」

を
「
十
分
の
一
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
十
四
条
の
見
出
し
中
「
名
簿
届
出
政
党
等
」
を
「
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を

削
る
。 

 

第
九
十
五
条
の
見
出
し
中
「
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
又
は
参
議
院
（
比
例
代
表
選

出
）
議
員
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
六
分
の
一
」
を
「
八

分
の
一
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
十
五
条
の
三
を
削
る
。 

 

第
九
十
六
条
中
「
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
を
「
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
に
改
め
、
「
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出

議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
係
る
当
選
人
の
数
若
し
く
は
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
又
は
当
選
人
」

を
削
る
。 

 

第
九
十
七
条
の
見
出
し
中
「
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
又
は
参
議
院
（
比
例
代
表
選

出
）
議
員
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
る
。 



  

一
一 

 
第
九
十
七
条
の
二
の
見
出
し
中
「
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。 

 

第
九
十
八
条
第
一
項
中
「
、
衆
議
院
名
簿
登
載
者
又
は
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
を
「
又
は
衆
議
院
名
簿
登
載
者
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
又
は
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
」
、
「
又
は
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
及
び
「
又
は
参
議
院
名
簿
届
出

政
党
等
」
を
削
り
、
「
衆
議
院
名
簿
又
は
参
議
院
名
簿
」
を
「
衆
議
院
名
簿
」
に
改
め
、
「
又
は
参
議
院
名
簿
の
参
議
院
名
簿

登
載
者
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
八
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
九
十
九
条
の
二
の
見
出
し
中
「
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
を
削
る
。 

 

第
百
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
前
各
項
」
を
「
前
三
項
」
に
、
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、

「
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選

挙
管
理
委
員
会
」
を
「
、
中
央
選
挙
管
理
会
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
三

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

第
百
一
条
の
二
の
二
を
削
る
。 



 

一
二 

 
第
百
一
条
の
三
の
見
出
し
中
「
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
又
は
参
議
院
（
比
例
代
表

選
出
）
議
員
」
を
削
り
、
「
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
」
を
「
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
」
に
、
「
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務

を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
中
央
選
挙
管
理
会
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
参
議
院
合
同
選

挙
区
選
挙
に
」
を
「
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
」
に
、
「
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理

委
員
会
」
を
「
中
央
選
挙
管
理
会
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
二
条
中
「
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
及
び
「
、
第
百
一
条
の
二
の
二
第
二
項
」
を
削
る
。 

 

第
百
三
条
第
一
項
中
「
、
第
百
一
条
の
二
の
二
第
二
項
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
、
第
百
一
条
の
二
の
二
第
二
項
」
を

削
り
、
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い

て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
、
中
央
選
挙
管
理
会
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
中
「
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
九
項
前
段
の
規

定
に
よ
る
届
出
に
係
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
で
あ
る
と
き
」
及
び
「
、
第
百
一
条
の
二
の
二
第
二
項
」
を
削
り
、
「
参
議
院
比

例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関

す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
、
中
央
選
挙
管
理
会
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
参
議
院



  

一
三 

名
簿
登
載
者
」
を
削
る
。 

 

第
百
五
条
か
ら
第
百
七
条
ま
で
の
規
定
及
び
第
百
八
条
第
一
項
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、

「
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選

挙
管
理
委
員
会
」
を
「
、
中
央
選
挙
管
理
会
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
九
条
の
見
出
し
中
「
、
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
」
を
削
り
、
同
条
中
「
、
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
（
在
任
期

間
を
同
じ
く
す
る
も
の
を
い
う
。
）
」
及
び
「
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理

す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
）
」
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
又
は
当
選
人
が
そ
の
選
挙
に
お
け
る
議
員
の
定

数
に
達
し
な
い
と
き
」
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中
「
な
く
な
り
又
は
当
選
人
が
そ
の
選
挙
に
お
け
る
議
員
の
定
数
に
達
し
な
く

な
つ
た
」
を
「
な
く
な
つ
た
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
十
条
の
見
出
し
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
、
参
議
院
（
比

例
代
表
選
出
）
議
員
」
を
「
、
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
「
生
じ
た
場
合
」
の
下
に
「
、
当
選
人
が
そ
の
選
挙
に
お
け
る
議
員

の
定
数
に
達
し
な
い
場
合
」
を
加
え
、
「
若
し
く
は
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
（
在
任
期
間
を
同
じ
く
す
る
も
の
を
い

う
。
）
」
及
び
「
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
六
項
」
を
削
り
、
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出



 

一
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議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
又
は
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
（
在
任
期
間
を
同
じ
く
す
る
も
の
を
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第

三
項
中
「
地
方
公
共
団
体
」
を
「
参
議
院
議
員
又
は
地
方
公
共
団
体
」
に
、
「
第
二
百
六
条
又
は
第
二
百
七
条
」
を
「
第
二
百

四
条
、
第
二
百
六
条
、
第
二
百
七
条
又
は
第
二
百
八
条
」
に
改
め
、
「
選
挙
管
理
委
員
会
」
の
下
に
「
（
参
議
院
議
員
の
選
挙

に
つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会
）
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
に
は
、
」
の
下
に
「
当
該
選
挙
区
に
お
い
て
」
を
加
え
、
「
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院

議
員
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
及
び
「
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
よ
り
選
出

さ
れ
た
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
に
つ
い
て
は
、
合
同
選
挙
区
都
道
府
県
の
知
事
を
経
て
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員

会
）
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
削
る
。 

 

第
百
十
二
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 



  

一
五 

 
第
百
十
三
条
第
一
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
四
項
」
に
、
「
第
七
項
又
は
第
八
項
」
を
「
第
六
項
又
は
第
七
項
」
に
、
「
参

議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選

挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
、
中
央
選
挙
管
理
会
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号

中
「
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
五
号
を
同
項
第
四
号

と
し
、
同
項
第
六
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」

に
、
「
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙

区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
、
中
央
選
挙
管
理
会
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
」
を
「
参

議
院
議
員
」
に
改
め
、
「
に
は
、
」
の
下
に
「
当
該
選
挙
区
に
お
い
て
」
を
加
え
、
「
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議

員
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
項
第
三
号
」
を
「
第
三
項

第
二
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
十
四
条
中
「
第
百
十
二
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
を
「
第
百
十
二
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
十
五
条
第
一
項
中
「
（
参
議
院
議
員
の
場
合
に
は
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
ご
と
に
）
」
を

削
り
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に



 

一
六 

改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
第
百
条

第
四
項
」
を
「
第
百
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
第
百
条
第
九
項
」
を
「
第
百
条
第

八
項
」
に
改
め
、
「
第
三
項
の
場
合
に
お
け
る
在
任
期
間
の
長
い
議
員
の
選
挙
の
当
選
人
の
決
定
及
び
」
を
削
り
、
同
項
を
同

条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
、
第
九
十
七
条
の
二
」
及
び
「
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
当
該
議
員
又
は

当
選
人
に
係
る
参
議
院
名
簿
の
参
議
院
名
簿
登
載
者
で
在
任
期
間
の
短
い
議
員
又
は
そ
の
当
選
人
が
あ
る
と
き
は
そ
の
者
の
中

か
ら
第
四
項
に
規
定
す
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
間
に
お
け
る
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
に
従
い
、
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙

に
あ
つ
て
は
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。 

 

第
百
二
十
七
条
中
「
第
百
条
第
四
項
」
を
「
第
百
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
二
十
九
条
中
「
、
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
参
議
院
名
簿
の
届
出
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
八
十
六
条
の
二
第
九
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
候
補
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
届
出
）
」
を
削
る
。 

 

第
百
三
十
条
第
一
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、

同
条
第
二
項
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
」
を
「
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
」
に
改
め
、

「
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
及



  

一
七 

び
当
該
選
挙
事
務
所
が
設
置
さ
れ
た
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
削
る
。 

 

第
百
三
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
三
箇
所
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
三
号
の
選
挙
事
務
所
に
あ
つ
て
は
八
箇
所
ま
で
」
を

加
え
、
「
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
お
け
る
選
挙
事
務
所
に
あ
つ
て
は
、
十
箇
所
）
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
参
議

院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
設
置
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
都
道
府

県
ご
と
に
一
箇
所
、
公
職
の
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
が
設
置
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
参
議
院
名
簿
登
載
者
一
人

に
つ
き
一
箇
所
」
を
「
そ
の
公
職
の
候
補
者
一
人
に
つ
き
、
そ
の
候
補
者
に
係
る
選
挙
区
の
区
域
内
の
都
道
府
県
の
数
に
相
当

す
る
数
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
又
は
」
及
び
「
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
お
け
る

選
挙
事
務
所
に
あ
つ
て
は
、
二
箇
所
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、

「
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選

挙
管
理
委
員
会
」
を
「
、
中
央
選
挙
管
理
会
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
三
十
四
条
第
一
項
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
」
を
「
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て

は
、
」
に
改
め
、
「
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選

挙
管
理
委
員
会
又
は
当
該
選
挙
事
務
所
が
設
置
さ
れ
た
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
削
る
。 



 

一
八 

 
第
百
三
十
六
条
第
一
号
中
「
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
の
職
員
」
を
削
る
。 

 

第
百
三
十
八
条
の
三
中
「
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
係
る
公
職
に
就
く
べ
き
者
又
は
そ
の
数
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議

員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
係
る
公
職
に
就
く
べ
き
者
又
は
そ
の
数
若
し
く
は
公
職
に
就
く
べ
き
順

位
」
を
「
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
係
る
公
職
に
就
く
べ
き
者
又
は
そ
の
数
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
三
十
九
条
た
だ
し
書
中
「
及
び
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
行
う
も

の
」
を
削
る
。 

 

第
百
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
、
「
以
下
こ
の
号
及
び
」
及
び
「
（
参
議
院
合
同

選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
自
動
車
二
台
又
は
船
舶
二
隻
（
両
者
を
使
用
す
る
場
合
は
通
じ
て
二
）
及
び
拡
声
機
二
そ
ろ

い
）
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
「
二
そ
ろ
い
」
の
下

に
「
（
交
通
困
難
等
の
状
況
の
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
選
挙
区
に
お
い
て
は
、
自
動
車
三
台
又
は
船
舶
三
隻
（
両
者

を
使
用
す
る
場
合
は
通
じ
て
三
）
及
び
拡
声
機
三
そ
ろ
い
）
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を

「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
、
中
央
選
挙
管
理
会
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
た
だ
し
書
中
「
参
議
院
（
選
挙
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区
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
」
を
「
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
」
に
改
め
、
「
、
参
議
院
（
比
例
代
表
選

出
）
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
当
該
公
職
の
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
が
当
該
参
議
院
名
簿
登
載
者
に
係
る
参
議
院
名

簿
届
出
政
党
等
の
第
九
十
四
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
数
に
相
当
す
る
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
ま
で
に
あ
る
場
合
に
」
を

削
り
、
同
条
第
八
項
中
「
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
百
四
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院

合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
、
中
央

選
挙
管
理
会
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
二
を
削
り
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

二 

参
議
院
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
候
補
者
一
人
に
つ
い
て
、
通
常
葉
書 

五
千
四
百
枚
に
通
常
選
挙
に
お
け
る
当
該

選
挙
区
内
の
議
員
の
定
数
を
乗
じ
て
得
た
数
を
三
万
五
千
枚
に
加
え
た
数
（
そ
の
数
が
十
五
万
枚
を
超
え
る
場
合
に
は
、

十
五
万
枚
）
、
中
央
選
挙
管
理
会
に
届
け
出
た
二
種
類
以
内
の
ビ
ラ 

三
万
二
千
枚
に
通
常
選
挙
に
お
け
る
当
該
選
挙
区

内
の
議
員
の
定
数
を
乗
じ
て
得
た
数
を
十
万
枚
に
加
え
た
数
（
そ
の
数
が
三
十
五
万
枚
を
超
え
る
場
合
に
は
、
三
十
五
万

枚
） 



 

二
〇 

 
第
百
四
十
二
条
第
七
項
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同

選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
、
中
央
選
挙

管
理
会
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
、
第
一
項
第
一
号
の
二
の
ビ
ラ
に
あ
つ
て
は
当
該
参
議
院
名
簿
登
載
者
に
係
る
参
議
院

名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
同
号
の
ビ
ラ
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る
記
号
を
」
を
削
り
、
同
条
第
十
項
中
「
か
ら
第
二
号
ま

で
」
を
「
及
び
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」

を
削
る
。 

 

第
百
四
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
」
を
削
り
、
「
若
し
く
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
又
は

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
を
「
又
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
に
、
「
候
補
者
届
出
政
党
若
し
く
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政

党
等
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
を
「
候
補
者
届
出
政
党
又
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一

号
中
「
若
し
く
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
を
「
又
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
若
し
く
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
を
「
又
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党

等
」
に
改
め
、
「
（
参
議
院
名
簿
登
載
者
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
及
び
「
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
」
を

削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
若
し
く
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
を
「
又
は
衆
議
院
名
簿
届
出



  

二
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政
党
等
」
に
改
め
、
「
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
若
し
く
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
又

は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
を
「
又
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
四
十
二
条
の
四
第
一
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

第
百
四
十
二
条
の
六
第
四
項
第
二
号
中
「
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
及
び
」
を
削
る
。 

 

第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
三
中
「
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中

「
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
公
職
の
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
が
使
用
す
る
も
の
に
限

る
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
項
中

「
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
同
条
第
十
五
項
中
「
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に

係
る
部
分
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
十
七
項
並
び
に
第
十
九
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議

員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管

理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
、
中
央
選
挙
管
理
会
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
二
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
削
り
、
「
は
ら
な



 

二
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け
れ
ば
」
を
「
貼
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
、
参
議
院
名
簿
登
載
者
が
使
用
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
参

議
院
名
簿
登
載
者
に
係
る
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
を
」
を
削
る
。 

 

第
百
四
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
及
び
第
七

項
中
「
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員

会
」
を
「
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
四
十
五
条
第
一
項
中
「
、
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
」
を
削
る
。 

 

第
百
四
十
九
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
又
は
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
」
を
削
り
、
「
参
議
院
選
挙
区

選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
五
回
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
十
回
）
」
を
「
六
回
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
前
各
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項

中
「
第
四
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
を
「
、
当
該
衆
議
院
名
簿
届

出
政
党
等
」
に
改
め
、
「
、
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
当
該
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
得
票
総

数
（
当
該
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
係
る
各
参
議
院
名
簿
登
載
者
（
当
該
選
挙
の
期
日
に
お
い
て
公
職
の
候
補
者
た
る
者
に

限
る
。
）
の
得
票
総
数
を
含
む
も
の
を
い
う
。
）
が
当
該
選
挙
に
お
け
る
有
効
投
票
の
総
数
の
百
分
の
一
以
上
」
を
削
り
、
同
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項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。 

 

第
百
五
十
条
第
一
項
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ

中
「
比
例
代

表
選
出
議
員
の
選
挙
若
し
く
は
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
参
議
院
（
比
例
代
表
選

出
）
議
員
」
及
び
「
、
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
を
削
り
、
「
衆
議
院
名
簿
登
載
者
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

に
あ
つ
て
は
参
議
院
名
簿
登
載
者
」
を
「
、
衆
議
院
名
簿
登
載
者
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議

員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
参
議
院
名
簿

届
出
政
党
等
」
を
「
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
に
、
「
あ
つ
て
は
当
該
」
を
「
あ
つ
て
は
、
当
該
」
に
改
め
、
「
、
参
議

院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
数
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選

出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院
合

同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
）
」
を
「
中
央

選
挙
管
理
会
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
及
び
同
条
第
七
項
を
削
り
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中

「
又
は
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
す

る
。 



 

二
四 

 
第
百
五
十
条
の
二
中
「
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
及
び
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
を
「
及
び
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党

等
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
六
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
衆
議

院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
の
下
に
「
又
は
参
議
院
議
員
」
を
加
え
、
「
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い

て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
、
中
央
選
挙
管
理
会
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議

員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
六
十
四
条
の
五
第
二
項
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院

合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
、
中
央

選
挙
管
理
会
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、

「
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
二
）
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



  

二
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参
議
院
議
員
の
選
挙 

公
職
の
候
補
者
一
人
に
つ
い
て
、
当
該
候
補
者
に
係
る
選
挙
区
の
区
域
内
の
都
道
府
県
の
数
に

相
当
す
る
数 

 

第
百
六
十
四
条
の
七
第
一
項
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
公
職
の
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載

者
一
人
に
つ
き
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
候
補
者
一
人
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
「
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
あ

つ
て
は
、
候
補
者
一
人
に
つ
き
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
中

央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管

理
委
員
会
」
を
「
、
中
央
選
挙
管
理
会
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
六
十
七
条
第
一
項
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
衆
議
院
名

簿
届
出
政
党
等
」
を
「
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
に
改
め
、
「
、
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
は

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
略
称
、
政
見
、
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
、
経
歴
及
び
写
真
等
を
掲
載
し
た
選
挙
公

報
を
」
を
削
る
。 

 

第
百
六
十
八
条
第
一
項
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
及
び
「
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、

「
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」



 

二
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を
「
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」

を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。 

 

第
百
六
十
九
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
又
は

第
三
項
」
を
「
の
申
請
又
は
同
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」

に
、
「
あ
つ
て
は
当
該
」
を
「
あ
つ
て
は
、
当
該
」
に
改
め
、
「
、
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
参

議
院
名
簿
登
載
者
の
数
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
削
り
、

同
条
第
六
項
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
場
合
、
」
を
「
場
合
又
は
」
に
改
め
、
「
又

は
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
一
の
用
紙
に
二
以
上
の
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
略
称
、

政
見
、
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
、
経
歴
及
び
写
真
等
を
掲
載
す
る
場
合
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第

七
項
中
「
若
し
く
は
第
三
項
」
及
び
「
若
し
く
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。 

 

第
百
七
十
一
条
中
「
第
四
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
七
十
二
条
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区

選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
、
中
央
選
挙
管
理
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会
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
七
十
五
条
第
一
項
中
「
、
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
投
票
所
内
の
投
票
の
記
載
を
す
る
場

所
そ
の
他
適
当
な
箇
所
に
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
略
称
並
び
に
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
の
掲
示
を
」
を
削

り
、
同
条
第
二
項
中
「
、
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
略
称

並
び
に
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
の
掲
示
を
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に

あ
つ
て
は
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
都
道
府
県
ご
と
に
」
及
び
「
、
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
」
を
削
り
、
同
項
た
だ

し
書
中
「
又
は
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選

出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
同
項
本
文
の
く
じ
で
定
め
る
順
序
及
び
前
項
に
規
定
す
る
順
序
、
」
、
「
又
は
参
議
院
比
例
代
表

選
出
議
員
」
及
び
「
又
は
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を

同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
参
議
院

名
簿
届
出
政
党
等
」
を
「
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
七
項

と
す
る
。 

 

第
百
七
十
六
条
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
「
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
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て
は
、
三
十
枚
）
」
を
削
る
。 

 

第
百
七
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
候
補
者
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
を
削
る
。 

 

第
百
七
十
八
条
及
び
第
百
七
十
八
条
の
二
中
「
第
四
項
」
を
「
第
三
項
」
に
、
「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
改

め
る
。 

 

第
百
七
十
八
条
の
三
の
見
出
し
中
「
又
は
参
議
院
議
員
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。 

 

第
百
八
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
若
し
く
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
参
議
院
名
簿

届
出
政
党
等
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
中
央
選
挙
管
理
会
、

参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
、

中
央
選
挙
管
理
会
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
若
し
く
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
を
削
る
。 

 

第
百
八
十
一
条
第
一
項
、
第
百
八
十
二
条
第
二
項
及
び
第
百
八
十
三
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」

を
削
る
。 

 

第
百
八
十
六
条
第
二
項
中
「
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
参
議
院
名
簿
の
届
出
又
は
参
議
院
名
簿

登
載
者
の
補
充
の
届
出
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 
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第
百
八
十
九
条
第
一
項
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同

選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
、
中
央
選
挙

管
理
会
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
九
十
二
条
第
一
項
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同

選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
、
中
央
選
挙

管
理
会
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
に
あ
つ
て
は
各
合
同
選
挙
区
都
道
府
県
の
公

報
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
参
議
院
比

例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関

す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
、
中
央
選
挙
管
理
会
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
九
十
三
条
中
「
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
削
る
。 

 

第
百
九
十
四
条
第
一
項
中
「
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
政
令
で
定
め
る
額
を
、
そ
の
他
の
選
挙

に
あ
つ
て
は
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
九
十
六
条
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
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選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
、
中
央
選
挙
管
理

会
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
九
十
七
条
第
一
項
第
二
号
中
「
、
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条

の
二
第
九
項
前
段
」
を
削
り
、
同
項
第
六
号
中
「
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
行
う
選
挙
運
動
（
専
ら
参
議
院
比
例
代
表

選
出
議
員
の
選
挙
以
外
の
選
挙
に
お
い
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
百
九
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
及
び
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
行
う
も

の
」
を
削
り
、
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙

に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
、
中
央
選
挙
管
理
会
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
九
項

前
段
」
を
削
り
、
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選

挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
、
中
央
選
挙
管
理
会
」

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選

挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
、
中
央
選
挙
管
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理
会
」
に
改
め
る
。 

 

第
百
九
十
九
条
の
五
第
四
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
中
央
選

挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委

員
会
」
を
「
、
中
央
選
挙
管
理
会
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
四
章
の
二
の
章
名
及
び
第
二
百
一
条
の
二
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
百
一
条
の
四
第
一
項
中
「
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
「
（
参
議
院
合
同
選
挙
区

選
挙
に
あ
つ
て
は
、
八
倍
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委

員
会
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員

会
）
」
を
「
中
央
選
挙
管
理
会
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

４ 

中
央
選
挙
管
理
会
は
、
第
二
項
の
確
認
書
を
交
付
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
総
務
大
臣
及
び
当
該
確
認
書
に
係
る

推
薦
候
補
者
の
属
す
る
選
挙
区
の
区
域
内
の
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
百
一
条
の
四
第
九
項
中
「
第
百
四
十
四
条
第
二
項
前
段
中
「
」
の
下
に
「
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙

管
理
委
員
会
（
」
を
加
え
、
「
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
削
り
、
「
中
央
選
挙
管
理
会
」
の
下
に
「
。
以
下
こ
の
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項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議

院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
中
央
選
挙
管
理
会
」
と
、
「
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員

会
の
」
と
あ
る
の
は
「
中
央
選
挙
管
理
会
の
」
に
改
め
、
「
、
参
議
院
名
簿
登
載
者
が
使
用
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
参
議

院
名
簿
登
載
者
に
係
る
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
を
」
を
削
る
。 

 

第
二
百
一
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
で
あ
り
又
は
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
（
参
議
院

名
簿
登
載
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
又

は
」
を
削
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
（
選
挙
区
が
な
い
と
き
は
、
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
）
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。 

４ 

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
確
認
書
を
交
付
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
中
央
選
挙
管
理
会
及
び
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
百
一
条
の
七
第
二
項
中
「
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
参
議
院
名
簿
登
載
者
）
」
を
削
り
、

「
一
台
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
二
台
）
と
し
、
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
再
選
挙
又
は
補
欠
選
挙

に
つ
い
て
は
」
を
「
二
台
と
し
」
に
改
め
、
「
と
し
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
よ
る
同
項
第
六
号
の
ビ
ラ
の
届
出
及
び
総
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務
大
臣
に
よ
る
同
条
第
四
項
の
通
知
は
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選

挙
に
つ
い
て
は
、
同
号
の
ビ
ラ
の
届
出
に
あ
つ
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委

員
会
、
同
項
の
通
知
に
あ
つ
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
及
び
当
該
選

挙
の
選
挙
区
内
の
各
合
同
選
挙
区
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
に
対
し
て
行
う
も
の
」
を
削
る
。 

 

第
二
百
一
条
の
八
第
二
項
中
「
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
又
は
所
属
候
補
者
」
と
あ
る
の
は
「
所

属
候
補
者
」
と
」
を
削
り
、
「
と
あ
る
の
は
「
当
該
」
を
「
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
百
一
条
の
九
第
二
項
中
「
当
該
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
又
は
」
を
削
る
。 

 

第
二
百
一
条
の
十
一
第
一
項
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
当
該
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
又
は
当

該
参
議
院
名
簿
登
載
者
、
」
を
削
り
、
「
あ
つ
て
は
所
属
候
補
者
」
を
「
あ
つ
て
は
、
所
属
候
補
者
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項

中
「
通
常
選
挙
及
び
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
再
選
挙
又
は
補
欠
選
挙
に
つ
い
て
は
」
を
「
選
挙
に
つ
い
て
は
、
」
に
改

め
、
「
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
（
再
選
挙
又
は
補
欠
選
挙
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
当
該

選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
及
び
「
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
削
り
、
「
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
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い
て
は
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
参
議
院
議
員
の
再
選
挙
又
は

補
欠
選
挙
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
当
該
参

議
院
名
簿
届
出
政
党
等
又
は
当
該
参
議
院
名
簿
登
載
者
、
」
を
削
り
、
「
あ
つ
て
は
所
属
候
補
者
」
を
「
あ
つ
て
は
、
所
属
候

補
者
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
百
四
条
中
「
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
又
は
参
議
院
名
簿
登
載

者
」
、
「
又
は
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
及
び
「
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事

務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
）
」
を
削
り
、
「
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議

員
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
百
五
条
第
五
項
中
「
又
は
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
」
及
び
「
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
を
削
る
。 

 

第
二
百
八
条
第
一
項
中
「
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
、
「
又
は
参
議

院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
」
及
び
「
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議

院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
）
」
を
削
り
、
「
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
「
、

第
百
一
条
の
二
の
二
第
二
項
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。 
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第
二
百
九
条
の
二
第
一
項
中
「
若
し
く
は
第
九
十
五
条
の
三
」
、
「
若
し
く
は
各
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
、
「
（
各
参

議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
得
票
数
に
あ
つ
て
は
、
当
該
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
係
る
各
参
議
院
名
簿
登
載
者
（
当
該
選
挙

の
期
日
に
お
い
て
公
職
の
候
補
者
た
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
得
票
数
を
含
む
も
の
を
い

う
。
）
」
及
び
「
（
各
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
得
票
数
に
あ
つ
て
は
、
当
該
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
係
る
各
参
議
院

名
簿
登
載
者
の
得
票
数
を
含
む
も
の
を
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。 

 

第
二
百
十
条
及
び
第
二
百
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
、
第
百
一
条
の
二
の
二
第
二
項
」
を
削
る
。 

 

第
二
百
十
七
条
中
「
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
「
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い

て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
の
設
置
に
関
す
る
規
約
に
定
め
る
第
五
条

の
六
第
十
六
項
第
三
号
に
掲
げ
る
執
務
場
所
を
管
轄
す
る
高
等
裁
判
所
」
を
削
る
。 

 

第
二
百
十
九
条
第
一
項
中
「
行
政
事
件
訴
訟
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改
め
、
「
、
参
議
院

合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
合
同
選
挙
区
都
道
府
県
の
知
事
を
経
て
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選

挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
削
る
。 
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第
二
百
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
二
百
二
十
三
条
第
二
項
中
「
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
若
し
く
は

職
員
」
を
削
る
。 

 

第
二
百
二
十
四
条
の
三
第
一
項
中
「
選
定
、
」
を
「
選
定
又
は
」
に
改
め
、
「
又
は
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
選
定
」
を
削
る
。 

 

第
二
百
二
十
六
条
第
一
項
中
「
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
若
し
く
は
職
員
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項

中
「
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
若
し
く
は
職
員
」
を
削
り
、
「
あ
つ
て
は
政
党
」
を
「
あ
つ
て
は
、
政

党
」
に
改
め
、
「
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
被
選
挙
人
の
氏
名
又
は
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名

称
若
し
く
は
略
称
」
を
削
る
。 

 

第
二
百
二
十
七
条
中
「
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
若
し
く
は
職
員
」
を
削
り
、
「
あ
つ
て
は
政
党
」

を
「
あ
つ
て
は
、
政
党
」
に
改
め
、
「
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
被
選
挙
人
の
氏
名
又
は
政
党
そ
の

他
の
政
治
団
体
の
名
称
若
し
く
は
略
称
」
を
削
る
。 

 

第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
中
「
あ
つ
て
は
政
党
」
を
「
あ
つ
て
は
、
政
党
」
に
改
め
、
「
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の

選
挙
に
あ
つ
て
は
被
選
挙
人
の
氏
名
又
は
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称
若
し
く
は
略
称
」
を
削
る
。 

 

第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
中
「
、
そ
の
者
に
係
る
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
届
出
」
を
削
り
、
「
禁

錮こ

」
を
「
禁
錮
」
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に
改
め
る
。 

 

第
二
百
三
十
七
条
第
四
項
中
「
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
若
し
く
は
職
員
」
を
削
る
。 

 

第
二
百
三
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
（
公
職
の
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
を
含
む
。
）
」
及
び
「
若
し

く
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
を
削
り
、
「
禁
錮こ

」
を
「
禁
錮
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
百
三
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
第
百
十
二
条
第
七
項
」
を
「
第
百
十
二
条
第
六
項
」
に
改
め
、
「
、
第
八
十
六
条
の
三

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
の
二
第
二
項
、
第
八
項
（
第
九
十
八
条
第
四
項
（
第
百
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
九
項
前
段
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
参
議

院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
、
「
中
央
選
挙
管
理
会
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙

に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
「
、
中
央
選
挙
管
理
会
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
百
三
十
九
条
第
二
項
中
「
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
を
「
又
は
衆
議
院
名
簿
届
出

政
党
等
」
に
、
「
禁
錮こ

」
を
「
禁
錮
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
百
四
十
条
第
二
項
及
び
第
二
百
四
十
二
条
第
二
項
中
「
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」

を
「
又
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
に
改
め
る
。 



 

三
八 

 
第
二
百
四
十
三
条
第
一
項
第
六
号
中
「
第
百
四
十
九
条
第
五
項
」
を
「
第
百
四
十
九
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中

「
第
四
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
若
し
く
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」

を
「
若
し
く
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
に
、
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
若
し
く
は
第
二
項
」
に
、
「
、
衆
議
院
名
簿
届

出
政
党
等
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
を
「
又
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
」
に
、
「
禁

錮こ

」
を
「
禁
錮
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
禁

錮こ

」
を
「
禁
錮
」
に
、
同
項
第
一
号
中
「
（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙

に
あ
つ
て
は
、
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
た
め
に
行
う
選
挙
運
動
に
限
る
。
次
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
二
百
五
十
四
条
及
び
第
二
百
五
十
四
条
の
二
第
三
項
中
「
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
」
を
「
参
議
院
議
員
」
に
改

め
、
「
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
合
同
選
挙
区
都
道
府
県
の
知
事
を
経
て
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す

る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
に
」
を
削
る
。 

 

第
二
百
五
十
五
条
第
一
項
中
「
（
公
職
の
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
一
人
の
氏
名
、
」
を
「
一
人
の
氏
名
又
は
」
に
改
め
、
「
又
は
一
の
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
若
し
く
は
略

称
」
を
削
り
、
「
候
補
者
の
氏
名
、
」
を
「
候
補
者
の
氏
名
又
は
」
に
改
め
、
「
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
若
し
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く
は
略
称
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
中
「
一
人
の
氏
名
、
」
を
「
一
人
の
氏
名
又
は
」
に
改
め
、
「
又

は
一
の
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
若
し
く
は
略
称
」
を
削
り
、
「
候
補
者
の
氏
名
、
」
を
「
候
補
者
の
氏
名
又
は
」
に

改
め
、
「
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
若
し
く
は
略
称
」
を
削
る
。 

 

第
二
百
五
十
五
条
の
二
第
二
項
中
「
一
人
の
氏
名
、
」
を
「
一
人
の
氏
名
又
は
」
に
改
め
、
「
又
は
一
の
参
議
院
名
簿
届
出

政
党
等
の
名
称
若
し
く
は
略
称
」
を
削
り
、
「
候
補
者
の
氏
名
、
」
を
「
候
補
者
の
氏
名
又
は
」
に
改
め
、
「
又
は
参
議
院
名

簿
届
出
政
党
等
の
名
称
若
し
く
は
略
称
」
を
削
る
。 

 

第
二
百
六
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
百
六
十
三
条
第
二
号
中
「
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
並
び
に
」
を
削

る
。 

 

第
二
百
七
十
条
第
一
項
及
び
第
二
百
七
十
条
の
三
中
「
、
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
」
を
削
る
。 

 

第
二
百
七
十
一
条
の
三
の
見
出
し
中
「
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
」
を
削
り
、
同
条
中
「
又
は
参
議
院
（
比
例
代
表

選
出
）
議
員
」
を
削
る
。 

 

第
二
百
七
十
一
条
の
四
中
「
者
、
」
を
「
者
並
び
に
」
に
改
め
、
「
並
び
に
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
届
出
に
係
る
候
補

者
で
あ
つ
た
者
で
公
職
の
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
で
な
く
な
つ
た
後
再
び
当
該
選
挙
の
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登



 

四
〇 

載
者
と
な
つ
た
も
の
」
を
削
る
。 

 

第
二
百
七
十
三
条
中
「
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
又
は
都
道
府
県
若
し
く
は
」
を
「
都
道
府
県
又
は
」
に
改
め

る
。 

 

第
二
百
七
十
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
」
を
「
の
選
挙
に
」
に
改
め
、
「
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
国
の
選
挙
の
公
職
の
候
補
者
等
」
と
い
う
」
を
削
り
、
「
国
の
選
挙
の
公
職
の
候
補
者
等
に
係
る
も
の
」
を
「
衆
議
院

議
員
の
選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者
又
は
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
（
公
職
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
に
係
る
も

の
」
に
、
「
国
の
選
挙
の
公
職
の
候
補
者
等
及
び
」
を
「
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者
又

は
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
（
公
職
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
国
の
選
挙
の
公
職
の
候
補
者

等
」
と
い
う
。
）
及
び
」
に
改
め
、
「
及
び
第
二
百
一
条
の
七
第
二
項
」
及
び
「
、
第
二
百
一
条
の
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
第
二
百
一
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
一
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
り
掲
示
さ
れ
る
ポ
ス
タ
ー
に
係
る
事
務
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。 

 

別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
三
（
第
十
四
条
関
係
） 
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二
十
四
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二
十
八
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四
三 
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三
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六
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十
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四
四 
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四
五 
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沖 
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県 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
適
用
区
分
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
る
参
議

院
議
員
の
通
常
選
挙
並
び
に
こ
れ
に
係
る
再
選
挙
及
び
補
欠
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で

に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
た
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
並
び
に
こ
れ
に
係
る
再
選
挙
及
び
補
欠
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。 



 

四
六 

（
参
議
院
議
員
の
定
数
に
関
す
る
特
例
） 

第
三
条 

参
議
院
議
員
の
定
数
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成

三
十
一
年
七
月
二
十
八
日
又
は
平
成
三
十
一
年
に
行
わ
れ
る
通
常
選
挙
の
期
日
の
前
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
は
、

二
百
四
十
二
人
と
し
、
当
該
遅
い
日
の
翌
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
七
月
二
十
五
日
ま
で
の
間
は
、
二
百
三
十
人
と
す
る
。 

（
経
過
措
置
等
） 

第
四
条 

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
及
び
関
係
法
律
の
整
備
に
つ
い
て
は
、

別
に
法
律
で
定
め
る
。 



  

四
七 

理 

由 

 

国
会
議
員
自
ら
に
よ
る
身
を
切
る
改
革
の
一
環
と
し
て
参
議
院
議
員
の
定
数
を
二
百
十
八
人
と
す
る
と
と
も
に
、
参
議
院
議

員
の
選
挙
制
度
に
つ
い
て
、
投
票
価
値
の
平
等
の
重
要
性
を
十
分
に
踏
ま
え
つ
つ
、
各
地
域
の
民
意
を
反
映
す
る
こ
と
が
で
き

る
新
た
な
仕
組
み
と
し
て
、
現
行
の
比
例
代
表
選
挙
及
び
選
挙
区
選
挙
の
制
度
に
代
え
て
全
国
の
区
域
を
分
け
て
十
一
の
選
挙

区
と
す
る
選
挙
制
度
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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